
平成１９年６月２９日付(７月２６日一部修正) 事務連絡 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課作成 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ

（指定基準・報酬関係） 

（ＶＯＬ.１） 
 

 

 

 



 

問１ 生活介護における看護職員については、単位ごとに、「１以上」

配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法

により１人を配置すべきものと解して良いか。 

 

（答） 

生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「１以上」配

置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により１人を

配置すべきことを求めるものではなく、また、必ずしも常時（毎日）

の配置を求めるものではない。 

ただし、各事業所（施設）における利用者の障害の程度や状態像を

踏まえ、適切なサービス提供体制が確保される必要があることに留意

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問２ 昼間、生活介護（利用者３０人、人員配置基準３：１）を実施し

ている指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の

配置について、夜間の時間帯が午後 5 時から翌日の午前９時までに

設定されている場合、１週間に必要となる員数は、 

 ・ 16 時間（午後 5 時から午前 9 時まで）×7 日間÷４０時間（常

勤職員が勤務すべき時間数）＝2．8 人 

ということで良いか。 

 

（答） 

１．施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「１

以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで

夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにお

ける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれ

ば足りるものである。 

 

２．この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程

に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務し

た時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差

し支えないものであることに留意すること。 

 

３．よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援

として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む１週間

の中で、 

 ・ ３０人÷３＝１０人 

・ １０人×４０時間（常勤職員が勤務すべき時間数）＝４００時間

（生活介護の従業者として必要な勤務時間数） 

の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。 



 

問３ 短期入所において送迎を実施する場合、利用者から負担を求めて

良いか。 

 

（答） 

１．指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所する

ことを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困

難な利用者に対しては、円滑な指定短期入所の利用が図られるよう、

当該利用者の送迎に要する費用について、報酬上一定の評価を行って

いることから、当該指定短期入所事業所が送迎を実施するなどの配慮

を行うことが望ましい。 

 

２．ただし、この場合であっても、燃料費相当額については、サービス

提供に関係のない費用として、利用者から負担を求めることは差し支

えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問４ おむつ代について、事業所（施設）が利用者に対して提供した場

合、当該費用について、利用者から求めることは可能か。 

 

（答） 

１．おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、

おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる

「療養介護」及び「生活介護」については、報酬上も一定の評価をし

ていることから、利用者に対し、指定生活介護事業所（施設）又は指

定療養介護事業所が一律に提供するおむつについては、利用者から負

担を求めてはならない。 

 

２．ただし、利用者の希望及び選定により、当該指定生活介護事業所（施

設）及び指定療養介護事業所が一律に提供するおむつ以外のおむつを

提供する場合にあっては、この限りではない。 

 

３．療養介護については、利用者におむつ代の負担を求めることは可能

である。ただし、療養介護も生活介護と同様施設で提供する日用品費等

の費用につき、一定の評価をしているところである。従って、施設で提

供する日用品費等全てについて、全額自己負担とする事のないよう配慮

されたい。 

 

 

 

 

 

 



 

問５ 指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等

の取扱いを詳しく示してほしい。 

 

（答） 

１．生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって（合

わせて１つの指定によって）行うことができるものである。よって、

主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しない。 

 

２．また、従たる事業所の事業種別は、主たる事業所の種別と同一のも

のであること。 

（例） 主たる事業所が生活介護 → 従たる事業所も生活介護となる。 

 

３．従たる事業所は、多機能型事業所（主たる事業所）が事業の数だけ

指定を受けるうち、その一つの指定に付随するものである。  

（例） 生活介護及び機能訓練を行う多機能型事業所がある。この事業

所の従たる事業所とは、 

   ・主たる事業所の生活介護の指定に付随して行う生活介護事業所 

   ・   〃   機能訓練    〃     機能訓練事業所 

   の２種類が考えられる。 

 

４．報酬単価、人員配置については、主たる事業所と合わせた定員数、 

 平均障害程度区分、利用者数によって算定する（サービス提供単位 

 が異なる場合を除く）。 

 

 

 

 



 

問６ サービス提供単位を複数設ける場合（療養介護、生活介護、施設

入所支援）の留意事項は何か。 

 

（答） 

１．複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要

はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を

満たさなければならない。 

 ・療養介護及び生活介護 ２０人以上 

 ・施設入所支援     ３０人以上 

 

２．また、報酬を算定する場合には、事業所全体の定員規模に応じた単

価を適用する。 

（例） 定員が、生活介護：２０人（サービス提供単位①）、生活介護：

２０人（サービス提供単位②）、就労継続支援Ｂ型：２５人 であ

る場合 

   →６５人定員の報酬単価を適用する。 

 

３．これに対し、人員配置に関しては、それぞれのサービス提供単位ご

とに必要とされる員数を置く必要がある（サービス管理責任者に関し

ては、事業所全体の利用者数によって配置）。 

 

 

 

 

 

 

 



 

問７ 事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能

か。 

 

（答） 

１．最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ

ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が

記載されている。 

 

２．管理者がその他の職務と兼務する場合には、人員配置基準上、同じ

時間に双方の職務を行っているものとしてカウントすることができる。 

 例えば、生活介護の一人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活

支援員の職務に４時間従事した場合、管理者（１人）と生活支援員（４

時間分）として双方をカウントすることとなる。 

 

３．また、サービス管理責任者と管理者を兼務している者について、そ

の者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その者１人で管理者

（１人）とサービス管理責任者（利用者の数６０人以下の場合は、常勤

１人）の条件を満たすことができる。 



 

問８ Ａ施設（旧体系入所施設）を退所した利用者が、同日にＢ施設（旧

体系入所施設）に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい

か。 

 

（答） 

１．旧体系入所施設については、１日分の報酬単価が設定されている。

そのため、Ａ施設及びＢ施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若

しくは近接する敷地であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行わ

れている場合、入所の日（Ｂ施設）は算定され、退所の日（Ａ施設）は

算定されない。  

 

(長野県障害福祉課施設支援係追記) 

 上記以外の場合にあっては、利用者が同一日に施設の入・退所を行っ

たときは、各施設ごとに 1 日分の報酬算定ができること。 

 

 

 



 

問９ 障害程度区分３である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所

している。この利用者が５０歳になり、経過措置を用いずに障害者

支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点

から変わるのか（経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価）。

 

（答） 

１．平成１８年１０月以降における特定旧法受給者については、障害程

度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す

る施設を利用することができることとされている。 

 →経過措置利用者の単価を適用。 

 

２．また、特定旧法受給者であって、障害程度区分が利用基準に足りて

いる場合、経過措置利用者としてではなく、通常の利用者としての支給

決定を受けることとなる。 

 →通常の利用者の単価を適用。 

 

３．今回のケースでは、５０歳で区分３の利用者であり、既に経過措置

利用者とは言えないため、誕生日から通常の単価を適用することとし、

その際には、通常の利用者としての支給決定を受けていただくこととす

る。 



 

問１０ 平成１９年４月以降については、入所施設における入院・外泊

時加算を１月に８日算定することが可能となったが、これに伴い、

補足給付の算定可能日数はどのようになるか。 

 

（答） 

１．平成１８年４月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について

は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。 

 

２．平成１９年４月以降についても、入院・外泊時加算を算定可能な期

間について補足給付を算定可能とし、よって１月に８日（最大３ヶ月）

算定することができる。 

  

３．なお、入院・外泊時における実費算定額（食費及び光熱水費に係る

補足給付前の算定上の実費徴収額をいう。）については、施設と利用者

の契約により算定できるかどうか決定されることであるが、利用実績が

ない期間に実費徴収することは適切ではない。 

 

＊  補足説明(長野県障害福祉課施設支援係) 

    上記の 3 の「入院・外泊時における実費算定」は、平成 18 年 3 月 14 日付け

17 障第 493 号「支援費制度指定施設の報酬体系の見直し等に伴う新たな届出等に

ついて」(長野県社会部障害福祉課長通知)の記以下の 1 の「平成 18 年 4 月から 9

月までの間における障害福祉サービス事業者の指定等に係る事務処理について(暫

定版)」の 5 の(1)のエの(イ)光熱水費(4 頁)で、「～、利用者の入院・外泊期間中に

おいて、居室が当該利用者のために確保されているような場合は、引き続き対象と

して差し支えない。～」となっているが、今後は、上記の 3 により、『当該光熱水

費を含め、利用実績がない期間に実費徴収することは適切ではない。』として、サー

ビス利用契約書の更改をできるだけ速やかに行われたいこと。 


